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３市共同資源化事業基本構想（案）に対する意見と４団体の考え方 

 

●平成２６年度第３回（第５回）施設整備地域連絡協議会 平成２６年７月１２日（土） 

 

№ 意見・質問等 ４団体の回答 

１ 基本構想案は、あくまでも中間処理施設、３市

共同資源化の基本構想だということは理解で

きるが、周辺の住民の反対があるにもかかわら

ず、必要な施設であるという判断をされた根

拠、その議論も書かれていない。「今後のごみ

処理の方向性」で、３市共同資源化処理施設の

整備から不燃・粗大ごみ処理施設の整備、そし

てごみ焼却施設の整備となっているが、なぜ３

市共同資源物処理施設が一番最初なのか。最初

にごみ焼却施設の整備でどこまでやるのかと

いうのを見きわめた上で、反対に不燃・粗大ご

み処理施設、３市共同資源処理施設の整備のほ

うに上がっていくのが筋ではないのか。 

３市共同資源物処理施設については、住民の理解

を得た上で進めていくということで合意しまし

たが、現段階では理解を得られ多とはいいがたい

状況であると認識しています。しかし、それを押

してもなお必要な施設ということを３市長、管理

者で再確認をし、進めていくこととしました。そ

の中で施設を建設することを前提とした上でこ

の協議会が出来、情報を提供することで周辺住民

の不安を緩和し、皆さんの意見が反映できるとこ

ろは反映させていきたいと考えています。 

現段階では、施設の姿自体は固まっていないの

で、抽象的な部分もありますが、武蔵村山市につ

いては、資源の安定処理をするためには、民間よ

りも公共でやるべきということ、小平市について

は、施設が老朽化していること、今のリサイクル

センターの能力ではプラスチックの全量資源化

はできていない状況であります。また、何よりも

３市、多摩地域のほとんどの自治体は、東京たま

広域資源循環組合で不燃ごみは埋め立て処理す

る、焼却灰はエコセメント化することでごみ処理

が完結しています。３市の焼却灰については、そ

の搬入の割当量を超過している状況であり、ごみ

として焼却する量を減らす必要があり。最終処分

量を減らすためにも、３市と組合は焼却ではな

く、資源化という方向を選択しています。資源化

によって、日量７５トンある不燃・粗大ごみ施設

を３８トン規模まで縮小できる見込みであり、こ

れらの減量施策を検証し、いかに焼却施設の規模

を小さくしていくかが課題となっています。この

ような理由で、ごみ処理の上流側からの検討が合

理的と考えています。 

また、サーマルリサイクルをすれば資源化は必要

ではないのではないかという指摘をよく受けま
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すが、３市と組合は、サーマルリサイクルができ

る焼却施設を建設しても、容器包装プラスチック

は資源化するという方針です。 

２ 構想案では、建設費用のお金の出どころは説明

されているが、今の運営方法で続ける場合の運

営費と、今回の行政でやる場合の運営費のこと

については書かれていないので、その説明がな

く強引に話を進めるのはいかがなものかとい

うことで反対である。 

３市共同資源物処理施設の維持管理に係る経費

は、平成２７年度策定予定の「（仮称）３市共同

資源物処理施設整備実施計画」で明らかにする

予定です。 

３ 施設をつくるという大前提のもとで、この協議

会を開いて、こういうことをやったよという結

論で、つくっちゃえという感じがする。今まで

は一回もそんなことは感じなかったが、何でこ

んなに急ぐんだろうと。既に、処理施設の基本

整備計画案のあらましにもあるが、本体までで

きているが、本来は逆である。まずここで決ま

ったら次に行くと。確かに今、私たちはちょっ

と離れているからいいやと、作ってもいいとい

う考え方も全然ないわけではない。自分はごみ

の問題について真剣に考えており、ごみの問題

というのは、これは家庭から必ず出ているもの

である。うちはごみを出さないからつくらない

でくださいというのであればわかるが、ごみは

出てしまう。そう考えると、施設は必要なんだ

ということを、ぜひそちらのほうから、こうい

う理由で、これだけのお金をかけて、これだけ

のものが必要なんです、だからやらせくれとい

うのであればわかる。ぜひそういう形で、この

協議会の席で説明が出るように。事務局が返答

に苦しむような内容のことがあってはまずい

と思う。質問されたことに対して返答ができな

い。苦しい答弁です。なのでぜひ、これだけの

ものが必要なんだと。この協議会の対象４４団

体中、２４団体の名簿は出ているが、残りの２

０団体はなぜ来ないのか、なぜ関係ないのか。

みんなごみは出すだろう。だから、ごみをいか

に少なくするかということをみんなで考えて、

この施設を作るというのであれば、みんなでそ

分かり易い説明に努めます。 
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ういう話し合いの場を設けて、東大和の市民で

計画すればいい。みんな関心が低くて残念であ

る。今日、傍聴に来ている方は、ほんとうに関

心があって来ていてすごいなと思う。だからぜ

ひそういう中で、ほんとうに必要なんだ、急い

でいるんだということ、ごみの問題については

もう日の出町に任せている場合ではない。エコ

セメントの問題もそうであり、エコセメントに

なっているから減るんだというが、エコセメン

トの売り先はあるのか。エコセメントになるの

は良いが、それが減っていかないという問題が

出たら今度はもっと困る。ぜひそういうことを

一つ一つ逐一、私たちがわかるように説明して

いただきたいと思う。 

４ 工場をつくる、つくらない、いろいろ問題はあ

るかと思うが、もっとこのことについて勉強す

る機会を与えてほしい。川崎にあるガス化工

場。熱で一切、煙を出さないでプラスチックを

全て元素化してしまうという工場である。あれ

を見ると、プラスチックをただ燃やすのではな

くて、資源化してそれを有効利活用できるとい

う、これは反対する、しないは別として、ぜひ

ご覧になったら良いと思う。 

ご意見として伺います。 

５ 既に東大和市ではあの場所で小規模ながらプ

ラスチックをつぶしている。これはすぐお願い

したいが、今の工場の中と外のＶＯＣがどのく

らいのレベルであるのか、これを、もし工場が

建ったときに、過去はどういう数字だったの

か、現在はこうです、それから工場を設計する

上では、工場内で外へ出す環境のＶＯＣの値が

どうなのかということを調べる必要があるか

と思う。まず現状はどうなのか。民間の企業な

ので無理かとは思うが、武蔵村山の工場がどう

なっているのか。そういう具体的な形での数

字、一番心配なのはそこの部分なので、少なく

とも現状把握は必要なのかなと考える。 

ＶＯＣに関しては、平成２７年度から実施予定の

生活環境影響調査で現状把握を行う予定です。 
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６ 工場が近辺にある、環境は違ったとしても大規

模にやっている工場の見学というのは、見るべ

きだと思う。そこで、どういうものかというこ

とを確認することも必要だと考える。プラスチ

ックの有効利活用ということで考えると、プラ

スチックをただ燃やすのではなくて、資源化の

方向に行くというのは、決して悪いことではな

いと考える。 

施設の見学会を予定しています。 

７ 基本構想案に対しては特に意見はないが、施設

を建設することにより、住民が困ったり被害を

こうむったり、公害があるんだとか、その辺は

どういうふうになくすのかを明確に教えてい

ただきたいと思う。 

施設の操業にかかる環境影響については、平成２

７年度から実施予定の生活環境影響調査により

明らかにします。 

８ 地域住民も参加した形で、これらの計画を議論

するというのが本来のやり方ではないか。今さ

らどうこう言っても、もう決まっているもの

を、後で協議会と称して説明をしているんだと

言われても、こういう具合に何度やっても反対

は反対、賛成者もいるかもしれないが、収拾が

つかないようなことになる。白紙に戻すという

極端なことは言わないが、十分に住民も含めて

納得のいくようなプロジェクトの進め方とい

うのが大事だと思っている。 

施設整備地域連絡協議会を含め、丁寧な説明に努

めてまいります。 

９ 理事会での意見の報告として、可燃物と不燃

物、容器包装リサイクルについて、まず一体化

した構想を総論として立ててから、例えば今回

のリサイクル施設の問題であるとか、そういう

問題を各論として同時並行して進めていくべ

きではないかという意見があった。 

ご意見として伺います。 

10 民間委託よりも行政がやったほうがいいとい

う話があったが、今、東京都では、２３区でス

ーパーエコタウン構想というものがあり、入札

という形で、各処理施設を民間委託で処理して

いるところがあるということで、これについ

て、例えばこの３市のほうで、多摩地域でも同

じような施設だとかそういうものを率先して

他の市町村に対しても、こちらの３市のほうで

率先してやることで見本を示すべきではない

ご意見として伺います。 
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かというような意見があった。 

11 ３市一体処理ということを検討していると言

いながら、東大和市だけが有料化するというこ

とになっているが、これについていかがなもの

かというような意見があった。東大和市とし

て、有料化するに当たって、例えば武蔵村山市

や小平市にどういうよう話をしてきたのかと

いう質問があった。 

有料化について、小平市や武蔵村山市において

も検討や実施する予定となっています。 

12 高さが最も高いところで２４メートルで、その

他が１５メートルとなっているが、これはちょ

っと高過ぎるんじゃないかという意見があっ

た。 

施設の規模や高さについては、環境対策を考慮

した結果となっております。 

 

13 ＶＯＣ除去装置について、あまりにも簡易な説

明だったので、より一層、専門的なメカニズム

を示した資料を欲しいという意見があったの

で、お願いをしたい。 

分かり易い説明に努めてまいります。 

14 作るのを前提としてという話があったが、先ほ

ど言った、住民の反対意見も色々あるがこれを

進めるということについて、平成２５年１月の

時の話と整合しないのではないかというよう

な意見があった。あくまでもあの場所で作ると

いうことを前提にして進めるのかということ

だが、それであれば、本当は協議会という形で

はないのではないかというのが率直な印象で

ある。 

３市共同資源物処理施設整備地域連絡協議会

は、施設の姿や環境対策について協議するため

に設置したものです。 

15 基本構想案２６ページの第５節の１項目に予

測の方法のところに、「予測の方法は各市の一

般廃棄物処理基本計画とは異なり、本構想にお

いて独自に行っています」と書いてあるが、こ

れはなぜ独自でやるのかその理由を教えてほ

しい。 

予測の次元がそろわないので、独自に計画したも

のです。 

16 次元がそろった時点で、もう一回、基本構想案

というのはつくるのか。 

構想案につきましては、今回の作成で終わりとな

ります。 

 

17 基本構想案には、３市の一般廃棄物処理基本計

画が完全に整備できていないので、それで独自

の予測の数値を並べているということなのか。 

 

３市統一の考え方でつくるためには独自の方法

が必要になります。 
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18 ３市の基本計画ができ上がったところで、また

この数値は変わってくのか。 

 

基本計画はそれぞれ３市で作成しており、交付金

を申請するまでに、内容を統一します。また、基

本計画はマスタープランであり、上位計画である

ことから、考え方は揃える必要があるので、もし

齟齬があれば、基本計画の修正をすることになり

ます。 

19 基本構想を修正するのではなく、基本計画を修

正するのか。 

基本計画は上位計画であることから、その基本的

考え方に基づき基本構想は作成していきます。 

基本計画が３市それぞれ独自の考えに基づき作

成している状況から、基本構想をもとに３市共通

の内容やデータ等、修正が必要な部分を修正して

いきます。 

20 各市の一般廃棄物処理基本計画と基本構想案

は、整合性はとれているのか。 

 

最も上位計画が一般廃棄物処理基本計画であり、

その基本的考え方に基づき、基本構想案は策定さ

れています。ただし、施設の内容が具体化してい

ないので、その内容については盛り込まれていま

せん。 

21 基本構想案には、小平市は有料化を検討すると

しか書かれていないが、小平市の基本計画には

有料化は３０年度に導入するというふうに書

かれており整合性がとれていない。整合性のと

れていない基本構想案に対していくら意見を

言ってくれと言われても、後で変わる可能性が

ある。要するに、ここでいくら意見言えと言わ

れても、最終的に建物が今より小さくなる可能

性もあるし、場合によっては作らなくてよいと

いうような施設になるかもしれない。書いてあ

ることは、東大和の有料化の実績を見て考える

と。統一するのものがはっきりしないのに、意

見言ってくださいと言われても無理があるの

ではないか。各市の一般廃棄物処理基本計画と

この基本構想案の整合性がとれていないのに

意見を言えということなのか。全て、一般廃棄

物処理基本計画が３市で固り、それを反映させ

たものが基本構想案にならないと、いくら意見

を言っても意味がないのではないか。 

 

 

３市の一般廃棄物処理基本計画と、基本構想案に

ついて、基本的考え方について齟齬はありませ

ん。 

ただし、記述内容の深さや広がりについては多少

の違いがあります。基本構想案と次元が違うの

で、ベースのデータも違いますし、考え方も多少

変わってきている部分はあります。施設を建設す

るという点では、基本計画と基本構想が相互に整

合性を保つよう基本計画の必要な修正を行いま

す。 
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22 修正をした後にもう一度、基本構想案としての

説明をしてもらえるのか。 

 

基本構想案はこの後、基本構想になります。 

次の段階では、基本構想という形で説明する予定

です。 

23 基本構想案がそもそもの齟齬の塊みたいにな

っていて、到底納得できるものではない。多摩

２６市のうち、有料化していない市はあと４市

しかない。それでさえもまとめられないようで

どうするのか。廃プラについて、行政でやらな

ければ安定的な処理ができないということだ

が、今のままで十分やっていける。完全な税金

の無駄遣いになるので、もう一度考えていただ

きたいと思う。 

３市共同資源物処理施設は、３市の将来にわたる

廃棄物を安定的に処理するため、また、不燃・粗

大ごみ処理施設の更新、今後のごみ焼却施設の更

新という喫緊の課題に取り組んでいくため、３市

のごみ処理の枠組みの中で重要な位置づけにあ

り、市民生活に必要不可欠な施設として建設を進

めるものです。 

24 まず行政に言いたいのは、このごみ処理施設を

つくる前に、ほかに何かできることはないのか

ということをもっと考えてほしかったなとい

う事が１点と、もしごみを減らすことができれ

ば、もちろんお金もかからないで済むが、もし

こういう施設を作ってしまった場合には、一

生、施設がなくなるまで人件費というのが必ず

かかってくると思う。その人件費というのは、

ごみを減らせばお金がかからないのは目に見

えて言えるが、施設がなくならない限り人件費

というのはずっと続いていくので、それは何千

万、何億という話になってくると思うので、そ

の辺、将来を見据えてどういうふうに行政とし

て考えているのかを知りたいと思う。 

基本構想では、ごみ処理に関する施策として、３

市地域のごみ処理を循環型社会にふさわしいシ

ステムに変革することとしています。３市共同資

源物処理施設、不燃・粗大ごみ処理施設及びごみ

焼却施設は３市地域の基幹的な廃棄物処理施設

です。廃棄物処理の全体を循環型社会にふさわし

いシステムに変革してくためには、３施設を一体

的に捉え、循環型社会に向けたそれぞれの役割を

調整し、より環境負荷を低減できるシステムに再

構築していく必要があります。 

 

25 基本構想案を読んだが、なぜ行政がやらなけれ

ばいけないのかが記載されていない。もう少し

突っ込むと、施設が建つのが５年後である。そ

れで、多分、減価償却１０年としても、１５年

はこれから先、平成４０年まで行政がそういっ

た処理をしなければならないという根拠がわ

からない。どういう根拠でこの施設を建てるの

か。根拠を教えてほしい。と言うのは、１月３

１日付で環境省が、流通も含めたペットボトル

の回収模擬訓練的なことをやっており、環境省

はそっちの方向に行くのではないかと思って

いる。地方自治体がやったとしても、ヨーカド

ペットボトルの回収を民間（店頭回収など）で行

う取り組みを進めていくことは必要と考えます。

しかし、店頭などですべてを回収することは、現

状で難しいことから、必要最小限の行政回収は必

要となります。 

したがいまして、国で進めている容器包装リサイ

クル法に基づき、処理を進めていくことを３市で

選択しました。資源物処理施設で資源化を行うこ

とが安定的に資源物の処理を進めていく最良の

策だと考えています。 
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ーやイオンの力を借りたら、簡単である。行政

と一体になってやったら回収率何パーセント

で、例えばお客さんがペットボトルとカードを

持っていって、ポイントが付くのであれば、ご

みなんか出てこない。そんな想定も含めて、５

年後、１５年後、２０年後、行政がやるべきだ

と判断した理由を教えてほしい。  

26 基本構想案だが、「今後のごみ処理の方向性」

と「事業スケジュール案」を見比べると、資源

物処理施設の整備は、施設整備を終えた上で次

のものの上を踏まえた上での検討ということ

になっているが、スケジュール表を見ると、資

源物処理施設が建ったころにはもう不燃・粗大

ごみ施設の設計期間などは終わっているので、

できたことを反映して、資源物施設が建てられ

るとは思わない。その辺が不思議と思ったこと

と、どう考えても資源物施設が稼働して、何か

有効なことがあってから、不燃・粗大ごみ施設

が設計に入るのであれば、それを反映して施設

が小さくなるとかということがあるのかなと

思うが、もう設計の期間になっているので、資

源物処理施設がなくても建てられる施設のサ

イズができているということがここでわかる

という事と、あとは本編の４８ページに不燃・

粗大ごみの予測量というのが出ていますが、大

体平成２５年度からあまり変化なく終わって

いるんです。ということは、これはもう資源物

処理施設ができてもできなくても、この数字と

いうのは変わらないということで、何か今、使

っている施設が今後何トンになるというと、す

ごく小さくなったような気がするが、今、ほか

のプラスチックや何かは、民間委託でよければ

資源化は進んでいるわけである。その資源化さ

れているということを考えると、もうこの状況

で、今の状況でもこの日３８トンという規模は

可能なのかなというのが、何か資源物処理施設

ができたことで、すごく小さくなるというよう

なトリックになっているが、実はもうこのまま

不燃・粗大ごみ処理施設の設計段階では、資源

物処理施設の内容は決まっていますので、その

内容を踏まえて不燃・粗大ごみ処理施設の更新

をすすめていきます。廃棄物処理の流れの上流

側である、①廃棄物の発生・排出抑制、②資源

化を行う施設、③ごみ処理施設の順に検討する

ことが最も合理的と考えます。 
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でほとんど同じものが建つんではないかとい

うふうに感じた。 

27 基本構想案、出ましたけども、まず建設ありき

でやるということでなっているが、一貫して住

民の理解を得ないまま進んでいるのに問題が

あると思う。だからいつもここで問題になっ

て、同じことを繰り返すようなことになってい

ると思う。 

３市共同資源物処理施設は、３市の将来にわたる

廃棄物を安定的に処理するために必要不可欠な

施設です。 

今後も引き続き、事業の進捗状況に応じた丁寧な

説明をしていきます。 

28 ＶＯＣについて、容リプラを処理する段階でど

んな汚染、有毒ガスが出るのか、具体的に教え

てほしい。 

ＶＯＣの発生原因は、他施設の例では発泡スチロ

ールの発泡剤やヘアスプレー等に使われる噴射

剤になる物質とアルコール（エタノール）が８割

強となっています。それらは無害な物質であり、

これらの物質を取り除いた濃度はほとんど環境

大気と同程度です。 

したがいまして、施設周辺地域住民の健康への影

響はないと考えています。 

なお、具体的データは、平成２７年度から実施予

定の生活環境影響調査によりお示ししたいと考

えています。 

29 容リプラ圧縮に発生するＶＯＣの環境への廃

棄濃度を低減するため、吸着方式と酸化分解方

式、活性炭と光触媒を効果的に組み合わせた除

去設備を設置するとありますが、周辺環境に影

響を与えない濃度とは幾つか、数字で示してく

ださい。それが今まで何も出ていない。法的に

定まってはいないというけども、基準は何かと

いうことを具体的に言ってほしい。 

八王子市の施設で採用されている光触媒プラス

活性炭吸着方式では、８５～９５％程度の除去率

があると聞いています。 

また、現状では規制値を決めることは難しい状況

です。 

30 ＶＯＣは住宅密集地では最大１キロ範囲まで

滞留すると言われているが、行政側としてはど

のように考えているのか。人によって、工場内

で働く人は行ったり来たりするので影響はな

いけれど、住んでいる人は長期間、滞留するの

で、最大１キロ範囲は危険地域となると思いま

す。 

ＶＯＣは、大気中に広く存在しており、その発生

源のほとんどは塗料関係の溶剤と自動車排ガス

で、樹木や草花など自然由来のものもあります。

プラスチック圧縮時に発生するＶＯＣは微量で

あり、成分のほとんどが発泡スチロールの発泡

剤、スプレー缶の噴射剤、飲み残しのお酒、芳香

剤などです。除去設備を設置することで周辺環境

に影響を与えない濃度に処理することができま

す。 
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31 活性炭を定期的に交換したり、処分するとき

は、どこでどのようになされるのか。原子力の

問題じゃないですけれども、最終処分でどこで

やるのか、それを聞きたいと思う。 

活性炭の交換は、他の施設の例では、実験やメー

カー提供の資料などに基づき、一定期間で交換し

ているようです。 

年に１・２回、出口側のＶＯＣ濃度を測定し、濃

度の状況によって交換することになりますので、

そのスパンを見定めて定期的に交換することを

考えています。 

活性炭自体は風量と濃度によって効かなくなる

時間は変わり、また、活性炭も種類も多いことか

ら、実施計画の段階で見きわめていきたいと考え

ています。 

32 吸着方式と酸化分解方式の除去設備について、

ここには大まかにしか書かれていないが、これ

は、他の施設でやっていることを参考にして導

入すると言っているので、カタログや説明書は

十分手に入れることが出来ると思う。詳しくそ

れで説明してほしい。 

八王子市の施設で採用されている光触媒プラス

活性炭吸着方式では、８５～９５％程度の除去率

があると聞いています。 

なお、採用する除去設備の内容については、平成

２７年度作成予定の「（仮称）３市共同資源物処

理施設整備実施計画」の中で具体的にする予定で

す。 

33 現行方式でも３市の資源化は十分できると思

っており、それともう一つは燃やしたほうがい

いと思っている。現行方式での今の状態の３市

の資源化コストと、新たな方式の資源化コス

ト、これを比較したのを出してほしい。 

３市と組合は、焼却するごみの量を減らすことを

基本に、容器包装リサイクル法に基づいた、プラ

スチック製容器包装とペットボトルの資源化を

行う方法を選択しました。そのため、コスト的な

観点ではなく行政として公益性の観点から判断

を行っています。 

34 この中間処理施設の年間の維持費、運営費は幾

らか、これも出ていない。建設費は出ています

けど。それで、前段階の話によりますと、試算

が出ていました。東大和市の場合、建設時の建

設費の３分の１は国からの交付金が１３億２,

０００万円出ますけども、その３分の１、４億

４,０００万円の交付金が出ますよね。それで

残りの建設費８億８,０００万は、これは起債、

借金ですよね。これを案分したものが出ていま

す。そうするとこれは年間４,４００万円が出

る。それから３市の人口合計で、ごみの処理予

定量が計算されると思うが、それが出ていない

ので、人口でやると、年間、東大和市の負担分

は１,１００万円出るんですよ。それで、維持

３市と組合は、焼却するごみの量を減らすことを

基本に、容器包装リサイクル法に基づいた、プラ

スチック製容器包装とペットボトルの資源化を

行う方法を選択しました。そのため、コスト的な

観点ではなく行政として公益性の観点から判断

を行っています。 

なお、事業費、維持管理費等の積算は、平成２７

年度作成予定の「（仮称）３市共同資源物処理施

設整備実施計画」で行います。 
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費・管理費が幾らか出ていませんけども、３市

ごみ連絡会の話によれば、２億円はかかるだろ

うと。そうすると東大和市の負担分は人口比で

やりますと１５％、８,０００万円。これを合わ

せると９,１００万円の負担となります。それ

と今、どのくらいかかっているのかわからない

が、小平市で見れば６,０００万円の負担増に

なるんですよ。３市合わせれば、ざっと計算し

ただけでも９,０００万円。１億円の負担増と

なります。こういうコストがかかることを、ぜ

ひ市民に知らせてほしい。こういう事ですが、

ちゃんとやりましょうと。それで東大和市の会

計を見たんですけれども、市の借金は２９８億

円ですよ。それで一時借入金が今年３月３１日

で５億円ですよ。それでもこういう借金をつく

ってまでやるのかということを私は問いたい。

もっと安い方法で、金のかからない方法でやれ

ると思います。 

  

35 環境保全対策として、ＶＯＣの対策とかという

のが挙げられていまして、そのＶＯＣというの

は多分、揮発性ガスの総称だと思うんですが、

具体的にこれに含まれるガスがどういうもの

であって、どういうふうに、揮発性のガスでも

人体に影響があるものとか環境に影響がある

もの、ないものというのがあると思いますが、

わかっている範囲でそれをちゃんとリストア

ップする必要はあると思います。 

ＶＯＣの発生原因は、他施設の例では発泡スチロ

ールの発泡剤やヘアスプレー等に使われる噴射

剤になる物質とアルコール（エタノール）が８割

強となっています。それらは無害な物質であり、

これらの物質を取り除いた濃度は、ほとんど環境

大気と同程度です。 

したがいまして、基本的には、周辺環境の健康へ

の影響はないと考えています。 

なお、平成２７年度から実施予定の生活環境影

響調査によりお示ししたいと考えています。 

36 基本構想案５９ページには「周辺環境に影響を

与えない濃度に処理し」とあるが、この濃度と

いうのは各ガスによってどれくらいのものに

なるのかというのは、しっかりちゃんと調べて

明記していただきたいと思う。 

八王子市の施設で採用されている光触媒プラス

活性炭吸着方式では、８５～９５％程度の除去率

があると聞いています。 

また、現状では規制値を決めることは難しい状

況です。 

37 基本構想案６０ページに、光触媒によるＶＯＣ

ガスの分解メカニズム、６１ページに図がある

が、これはあくまでも光触媒の光とか装置の構

造であって、分解のメカニズムではないと思う

ので、ＶＯＣに含まれているガスがどういうふ

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の分解メカニズムに

ついては、表記を改めます。 

また、採用する除去設備の内容については、平

成２７年度作成予定の「（仮称）３市共同資源

物処理施設整備実施計画」の中で具体的にする
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うなもので分解されて、最終的に何になるのか

というのは、やっぱり情報としては挙げていた

だきたいと思う。 

予定です。分かり易い説明に努めてまいりま

す。 

38 基本構想案５７ページにプラザ機能というの

があるが、これは一応、挙げられているが、本

当にこういうふうなものとして利用される見

込みがあるのかないのかという事も改めて考

えたほうがいいと思う。先ほど建築される予定

のものの大きさが結構、想定以上であり、こう

いうふうな施設が本当に必要なものかどうか

というのは改めて考えてほしいと思う。 

プラザ機能を持たせることにより、市民との連

携や廃棄物処理に関する理解の促進が期待でき

ると考えています。 

なお、具体的な機能等については、施設周辺住

民との協議を経て、実施計画等に反映させたい

と考えています。 

39 今回、ごみ事業ということで、全体を検討し

た上で、資源化をその中の１つとして見なけ

ればいけないと思うので、その流れがおかし

いと思いますので、再検討してほしい。 

廃棄物処理の流れの上流側である、①ごみの発

生・排出抑制、②資源化を行う施設、③ごみ処

理施設の順に検討することが、最も合理的と考

えています。 

40 ＶＯＣのメカニズムのところがメカニズムに

なっていないので、きちんと説明していただき

たい。 

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の分解メカニズムに

ついては、表記を改めます。 

41 事業方式について、いろいろと比較して選択し

たとなっているが、その選択に至るプロセス、

理由が全く書かれていないので、それは必ず明

記するように。コストの話なので。 

事業方式については、一般的に採用されている

方式全てを参考として示したものです。 

３市共同資源物処理施設については、既に公設

とすることが確認されていることから、検討対

象は、公設公営方式、ＤＢＯ方式及び公設長期

包括運営委託方式となっています。 

42 Ｑ＆Ａに、プラスチックは焼却して熱回収が合

理的ではないですかという質問に対し、結果的

に、合理的ではないとか合理的ですとまでは書

かれておらず、回答としてはその質問に答え切

れていない。最終的に熱回収は効率的だとは書

いてあるが、それを選ばないで資源化する方法

を選択した理由が全く書かれていない。順番で

こう書かれていると、熱回収する方法が古く

て、資源化がいいんだというふうに読まれそう

な気がしているので、選択しているのであれば

選択する明確な理由を書いていただきたいと

思う。 

 

 

プラスチックの処理については、資源化と焼却

のどちらが正しいという絶対的な方法がないと

いうのが現状です。３市と組合は、焼却するご

みの量を減らすことを基本に、容器包装リサイ

クル法に基づいた、プラスチック製容器包装と

ペットボトルの資源化を行う方法を選択しまし

た。 
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43 Ｑ＆Ａに、プラスチックごみは増えていない

のではないですか。の最初に、重量ベースで

は減少していますと書いてあるが、最終的に

は容積は増加していきますと書いてある。一

見、何か増加していると思わされてしまうの

で、実際、いろいろ表、出ていますけども、

ごみはずっとここ何年か減り続けていると思

いますので、増加していると思われるような

書き方はあまり良くないと思う。 

薄肉化などにより重量比では減っているもの

の、容器包装プラスチックは軽く、加工しやす

いなどの特徴があり広く利用されています。 

今後も、利用範囲が増えることが見込まれるこ

とから、容積は増えていくものと考えていま

す。 

44 ３Ｒの中でリデュースが重要ですと書かれて

いる。構想案の中にも書かれているが、その中

に、ごみの発生を抑制するのは市民と書かれて

いるが、本当に市民ですか。このごみ発生の抑

制の対策は、環境学習機能プラザが書かれてい

るが、どれほどの効果が見込まれているのか書

かれていない。最も重視されるリデュースに対

して、学習機能だと言っているのであれば、ど

ういう効果が見込まれているのかきちんと書

く必要があると思う。 

商品の購入や選択は市民が行います。 

過剰に包装された商品や、必要のないものは買

わない、使えるものは長期間使用する、また、

ごみと資源物の分別の徹底など、市民の意識の

持ち方や消費行動が、発生抑制につながると考

えています。 

また、環境学習機能については、廃棄物に対す

る市民意識の高揚と意識改革が、効果として見

込まれるものと考えています。 

45 発生抑制というのは、拡大生産者責任を推進す

ることによって実現するのではないかなと思

っていますが、そのことが、一部、市ではそれ

をやりますと書いてあるが、どうやるかは書か

れていない。どういうふうに３Ｒの中のリデュ

ースを進めようとしているのかきっちりと書

く必要があると思う。 

拡大生産者責任については、国に対して関係機

関を通じて働きかけていくとともに、今後は、

店頭回収拡充に向けた販売店との連携体制の強

化などに向け、３市全域での連携により効果的

な施策・事業を検討していきます。 

46 ごみ焼却施設についてちょっと書かれている

ところがあるが、熱回収施設として循環型社会

にふさわしい施設としますと書かれているの

で、プラスチックも含めて入れて、ふさわしい

施設、ごみ焼却施設のほうを検討することを優

先的にやっていただきたいと思う。 

廃棄物処理の流れの上流側である、①ごみの発

生・排出抑制、②資源化を行う施設、③ごみ処

理施設の順に検討することが、最も合理的と考

えています。 

 


